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執行役員制度の導入に関するお知らせ 

 
1. 当社は、「意思決定と業務執行の分離」により、コーポレートガバナンスの強化を

図るとともに、経営の効率化を図るため、平成 15 年 12 月 18 日をもって執行役員

制度を導入することを決定しました。 

 

2. 執行役員制度導入の主旨は次のとおりです。 

（１） 取締役会を経営方針の決定および業務執行の監督を行う機関として明確に

位置付け、取締役会及び取締役の機能強化を図る。 

（２） 従来の取締役を経営判断を行う商法上の取締役と業務執行を担う執行役員

に分離し、責任の明確化を図る。 

（３） 多様な人材を適材適所に登用できる機会を確保する。 

 

3. 本制度の導入により、取締役会は、会社全体に関係する経営判断、業務執行の監督

および商法上の必要な決議に対し責任を負い、取締役会において選任される執行役

員は、各々が担当する事業および業務領域において、取締役会が決定した経営方針

に従って業務執行にあたるとともに、その責任を負うことになります。 

 

4. 取締役および執行役員の任期と取締役の員数は次のとおりです。 
取締役の任期は２年から１年に変更し、執行役員の任期も同様に１年とする。また、

取締役の員数は、２０名以内から１０名以内に変更する。 
 


